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独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
へ
の
移
行

一

法
律
の
題
名
及
び
法
人
の
名
称
の
変
更

法
律
の
題
名
を
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
法
（
以
下
「
国
立
文
化
財
機
構
法
」
と
い
う
。
）
に
改
め
る
と
と
も

に
、
法
人
の
名
称
を
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
改
称
す
る
こ
と
。

（
国
立
文
化
財
機
構
法
第
一
条
及
び
第
二
条
関
係
）

二

機
構
の
目
的

機
構
は
、
博
物
館
を
設
置
し
て
有
形
文
化
財
（
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
二
条
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す
る
有
形
文
化
財
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
収
集
し
、
保
管
し
て
公
衆
の
観
覧
に
供
す
る
と
と
も
に

、
文
化
財
（
同
項
に
規
定
す
る
文
化
財
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
貴

重
な
国
民
的
財
産
で
あ
る
文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

（
国
立
文
化
財
機
構
法
第
三
条
関
係
）

三

秘
密
保
持
義
務
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機
構
の
役
員
又
は
職
員
等
に
対
し
て
そ
の
職
務
上
の
秘
密
に
対
す
る
保
持
義
務
を
課
す
こ
と
。

（
国
立
文
化
財
機
構
法
第
十
条
関
係
）

四

機
構
の
業
務
の
範
囲
の
改
正

１

機
構
は
、
二
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

博
物
館
を
設
置
す
る
こ
と
。

（一）

有
形
文
化
財
を
収
集
し
、
保
管
し
て
公
衆
の
観
覧
に
供
す
る
こ
と
。

（二）

の
業
務
に
関
連
す
る
講
演
会
の
開
催
、
出
版
物
の
刊
行
そ
の
他
の
教
育
及
び
普
及
の
事
業
を
行
う
こ
と
。

（三）

（二）
の
博
物
館
を
文
化
財
の
保
存
又
は
活
用
を
目
的
と
す
る
事
業
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
。

（四）

（一）文
化
財
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
。

（五）

に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
成
果
を
普
及
し
、
及
び
そ
の
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。

（六）

（五）文
化
財
に
関
す
る
情
報
及
び
資
料
を
収
集
し
、
整
理
し
、
及
び
提
供
す
る
こ
と
。

（七）

、

及
び

か
ら

ま
で
の
業
務
に
関
し
、
地
方
公
共
団
体
並
び
に
博
物
館
、
文
化
財
に
関
す
る
調
査
及
び
研

（八）

（二）

（三）

（五）

（七）

究
を
行
う
研
究
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
（

に
お
い
て
「
地
方
公
共
団
体
等
」
と
い
う
。
）
の
職
員
に
対

（九）
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す
る
研
修
を
行
う
こ
と
。

、

及
び

か
ら

ま
で
の
業
務
に
関
し
、
地
方
公
共
団
体
等
の
求
め
に
応
じ
て
援
助
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

（九）

（二）

（三）

（五）

（七）

か
ら

ま
で
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

（十）

（一）

（九）

２

１
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
国
際
文
化
交
流
の
振
興
を
目
的
と
す
る
展
覧
会
そ
の
他
の
催
し
を
主

催
し
、
又
は
１
の

の
博
物
館
を
こ
れ
ら
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（一）

（
国
立
文
化
財
機
構
法
第
十
二
条
関
係
）

五

罰
則

三
の
秘
密
保
持
義
務
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
に
対
す
る
罰
則
を
設
け
る
こ
と
。

（
国
立
文
化
財
機
構
法
第
十
七
条
関
係
）

第
二

附
則

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）
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二

研
究
所
の
解
散
等

研
究
所
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、
国
が
承
継
す
る
資
産
を
除
き
、
そ
の
一
切
の
権

利
及
び
義
務
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
機
構
が
承
継
す
る
等
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
関
係
）

三

国
有
財
産
の
無
償
使
用

文
部
科
学
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
独
立
行
政
法
人
文
化
財
研
究
所
に
使
用
さ
れ
て
い
る
国
有
財
産
で
あ

っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
に
無
償
で
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
関
係
）

四

独
立
行
政
法
人
文
化
財
研
究
所
法
の
廃
止

独
立
行
政
法
人
文
化
財
研
究
所
法
は
、
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
関
係
）

五

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
を
整
備
す
る
ほ
か
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


